
  

                              2026 年 1 月 15 日 

定額減税補足給付金（不足額給付）の誤支給について 

 

定額減税補足給付金（不足額給付）の支給に関して、3 人に誤支給があったことが判明しま

した。早急な対応を行うとともに再発防止に努めてまいります。 

 

【概要】 

１ 内訳及び誤支給額  

■内訳 過大支給者  ３人  支給額  合計 １２０，０００円 

  

２ 経緯 

令和 7 年 12 月 26 日（金）、支給データを整理していたところ、システム入力エラーが 

生じたため、全支給者について調査を行った結果、3 人に誤支給があったことが判明し 

ました。 

 

３ 今後の対応 

誤った振込をした 3 人の方へは、誤支給のお詫びと経過の説明を行い、今後、お詫びの 

通知・納付書を発送し、過払額の返還をお願いしてまいります。 

 

４ 発生原因と再発防止策 

発生原因は、対象者を抽出する際、必要なデータの入力漏れによる算定ミスであること 

が判明しました。今後、再発防止に向け、多段階によるチェックを徹底するなど、より 

慎重な確認作業を行ってまいります。 

 

 

             

【問い合わせ】  

            担当：保健福祉部社会福祉課 大山 

fukushi@city.tamura.lg.jp 

                    TEL：0247-81-2273  FAX：0247-82-6003 
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